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研究成果の概要（和文）：本研究では、市民間の合意形成を行う場として、「スポーツ・ダイアローグ（Sport 
Dialog）」という手法に注目した。この特徴は、「対話」により市民の要望を自治体のスポーツ振興計画の中に
取り入れ、変革が市民と行政との協働で実現するように進めていくことである。そうすることで、限りある資金
を効果的（実効性）、効率的（経済性）に投入できるようになるだけでなく、市民と行政が力を分担し合う直接
参加型の民主主義を実現していくことにつながる。加えて、領域の境界を越えた振興分野も明らかすることが可
能で、これは都市開発の総合的コンセプトに統合することができる。

研究成果の概要（英文）：This research focuses on a method used in the field of sports policies named
 “Sport Dialog” as a consensus building system for citizens. Its main characteristic lies in the 
fact that the Sports Promotion Planning Committee, consisting of decision-makers from the local 
government, representatives of sports organizations, and related citizens, influences the planning 
processes. Especially, emphasis in the method should be placed on constructing a solid basis for 
well-directed actions on the actual occasions by determining which areas to promote, and placed on, 
with such a basis, bridging the gap between planning and execution. In so doing, finite budgets can 
be used effectively (enhanced practicality) and efficiently (enhanced economy); furthermore, the 
problem of excess/shortage of sports facilities may be solved. In addition, the method can identify 
other promotional areas that sports can contribute to across boundaries. 

研究分野： スポーツ社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 平成 24 年 3 月、文部科学省は「スポーツ
基本計画」を公表し、①地方公共団体は、そ
の地域の実情に即したスポーツの推進に関
する計画を策定すること、②策定に当たって
は市民参画が必須条件であること、③市民と
行政が対等の立場で立案することを求めて
いる。本研究では、特に市民間の合意形成を
行う場として、「スポーツ・ダイアローグ
（Sport Dialog）」という手法に注目した。こ
の特徴は、「対話」により市民の要望を自治
体のスポーツ振興計画の中に取り入れ、変革
が市民と行政との協働で実現するように進
めていくことである。そうすることで、限り
ある資金を効果的（実効性）、効率的（経済
性）に投入できるようになるだけでなく、市
民と行政が力を分担し合う直接参加型の民
主主義を実現していくことにつながる。加え
て、領域の境界を越えた振興分野も明らかす
ることが可能で、これは都市開発の総合的コ
ンセプトに統合することができる。このよう
に、地方自治体のスポーツ振興は、学校政策、
青少年政策、健康政策、社会福祉政策など、
他の政策分野と密接に関連づけられること、
言い換えれば、スポーツは地方自治体の全体
的発展に重要な役割を果たし得ることにつ
いて、日独の地域スポーツ政策の比較考察を
通して明らかにしたいと考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、ドイツと日本の地方自治体に
おける地域スポーツ政策に焦点を当て、政策
決定プロセスにおける「市民参画・協働」の
現状を把握するとともに、今後の課題につい
て検討することを目的に調査研究を行った。 
 
３．研究の方法 
 日独の地域スポーツ政策形成における「市
民参画・協働」の現状と課題を明らかにする
ため、先進事例調査を行った。 
（１） ドイツ 
 ドイツ中西部に位置するライン・ノイス郡
を訪問し、副郡長やスポーツ相談課課長等か
らヒアリング調査を行った。 
（２） 日本 
 地方自治体のスポーツ振興計画策定のプ
ロセスに市民参加機会を設け、住民のニーズ
や意見、提案を計画に反映する取り組みを行
っている福島県本宮市と神奈川県平塚市の
関係者、関係団体にヒアリング調査を行った。 
 
４．研究成果 
（１）ライン・ノイス郡の調査 
 ライン・ノイス郡におけるスポーツ振興計
画の策定プロセスに関する調査を行ったと
ころ、市民間の合意形成を行う場である「ス
ポーツ・ダイアローグ」の実施が、計画策定
のプロセスに影響を及ぼしていることが明
らかとなった。図１はスポーツ振興計画策定
の様々な局面の間の連関を表している。 

 
１）方針 
 まず、ライン・ノイス郡のスポーツがいま
どのような状況にあるかについて市民に情
報を提供することが重要になる。その際、特
定の人ばかり（例えばスポーツ関係者のみ）
が関わっていては、計画や提案は偏ったもの
になる。住民主体で自由に計画作成や提案を
行う場や機会を積極的に設け、偏りなく様々
な人が関われるようにする必要がある。 
２）分析・評価 
 第 2 局面では、市民を対象としたアンケー
ト調査を実施する。これらのデータから市民
の現在のスポーツ行動が捉えられ、今後の行
動の展開についての予測が行われる。こうし
て人々のスポーツ行動についての調査報告
から、実際にどのような対策をとればよいか
を考えるための重要な情報が得られる。また、
スポーツ施設の状態（老朽化の度合い）、利
用状況、そして利用度についての実態調査を
行い、理想と現実のギャップ分析を行う。そ
の中で、現存するスポーツ施設の状態が、
人々の予想されるスポーツ行動に応じて出
された将来の需要に対置される。ここからス
ポーツ施設の現在及び将来の不足状況、また
は過剰状況が確認される。 
３）素案 
 第 3 局面では、分析の中で獲得された認識
を深める作業が行われる。これは、獲得され
たデータと情報から具体的に行動知を導き
出す作業になる。例えば、行動のノウハウと
しての SWOT 分析手法を用いながら、ライ
ン・ノイス郡のスポーツの強みと弱み、いろ
いろな分野のチャンスとリスクを体系的に
取り扱い、そこからライン・ノイス郡のスポ
ーツ発展にとって重要な行動の提言を描い
ていく。また、どの施策に重点的に資源配分
を行えば良いかを判定するため、施策の満足
度及び重要度（５段階評価）を指数化し、ポ
ートフォリオ分析を行う。 
４）戦略・計画 
 広く市民の意見を聞き、市民の視点から相
互に意見交換を行い、合意形成を図るため、
フォーラムやワークショップ、プラーヌンク
スツェレ（planungszelle）を実施する。プラ
ーヌンクスツェレとは、ドイツの社会学者
Peter C.Dienel氏が考案した住民参加手法で
あり、特定のテーマに対して提言を行う市民
による検討組織の設置・運営手法である。共
同プランを練るに当たっては、まず、ライ
ン・ノイス郡のスポーツ全体に関わる主要な
ミッションを仕上げる必要がある。このミッ
ションが総合的で持続可能性を持った自治
体のスポーツ推進に内容的な基礎を与える
ことになる。続いて、2020 年までのスポー



ツ振興計画が立てられる。この計画は、ライ
ン・ノイス郡のスポーツにとってどのような
施策が重要で、また将来にわたって持続可能
であるかを、適切な優先順位を付けて明らか
にする。市民参画と協働によって作成された
スポーツ振興計画では、合意された目標と施
策が具体的に示され、合わせて実現のプラン
が明らかにされる。また、施策の実現のため
には、スポーツ振興計画を自治体の政治の行
動全体の中に組み込むことが重要である。さ
らに、補助金・助成金の提供者に対しては、
将来性のある専門的な計画書を提起して、補
助金・助成金を受ける理由をはっきりと示さ
なければならない。 
５）実行・実現 
 最後の局面には、スポーツ振興計画の実行
並びに実現、そして現在の行動計画をさらに
発展させる方策が含まれる。ここではその経
過及び成果が将来的に眼に見えるようにな
るプロセスが問題となるわけで、それはむし
ろ将来の評価リポートの一部をなすものに
なる。その際には、スポーツ推進を持続させ
るために必要な次のステップが示されなけ
ればならない。スポーツ科学の視点からは、
スポーツ振興計画を一つひとつ実現してい
くことが、自治体のスポーツ政策、公的機関
のスポーツ行政、スポーツ組織のマネジメン
ト部門にとっての今後の主要な課題になる。
それがうまく進むか否かで、スポーツに関連
する諸部門の業績が評価される。 
 
（２）我が国における地域スポーツ政策 
 わが国では、スポーツ振興計画策定（構
想・計画段階から実施、評価に至るまで）に
おける市民参画や協働の手法として、アンケ
ート調査やヒアリング、委員会・審議会、ワ
ークショップや意見交換会、地域運営組織、
プラーヌンクスツェレ、パブリック・コメン
ト等が取り入れられている。 
１）アンケート調査 
 従来から、幅広い地方自治体で取り組まれ
てきた代表的な市民参加の手法として、アン
ケート調査がある。市民の意向、ニーズ、満
足度等を調査するもので、計画策定に先立ち
予備調査として行う場合や、世論調査のよう
に定期的に調査する場合があり、広く市民の
意識を知る手法として様々なところで用い
られている。ただし、こうしたアンケート等
の間接的な参加機会は、幅広く偏りのない住
民の意見を吸い上げ、計画に反映することが
可能だが、住民の計画策定への参加意識は薄
く、自らの意見が計画に反映されたかどうか
も分かりにくいという問題点もある。 
２）委員会・審議会 
 委員会・審議会は行政から諮問された事項
について学識経験者や利害関係者などが調
査・審議し、意見を答申する合議制の諮問機
関である。意見内容の自由度は大きいものの、
参加主体は委員に限定されている。最近では、
１〜２名程度の「公募枠」を設ける自治体が

増えてきたが、応募するのは、行政に強い関
心や利害を持つ少数の人か、他の審議会にも
繰り返し手を挙げるリピーターが多い。 
３）デルファイ法による意見集約 
 デルファイ法とは、設定したテーマについ
て詳しい専門家や有識者を選んで意見を求
める。得られた回答は統計的に集約して意見
を取りまとめ、これを添えて同じ質問を各専
門家に対して行い、意見の再検討を求める。
この質問とフィードバック、意見の再考とい
う過程を数回、繰り返すとグループの意見が
一定の範囲に収束してくる。この意見集約に
よって、確度の高い予測を得ようというわけ
である。 
４）ワークショップ・意見交換会 
 近年は素案をまとめるまでの策定プロセ
スに住民が直接参加し、提案することができ
る機会を設ける例が増えている。こうした仕
組みの代表的な例が、住民参加によるワーク
ショップや意見交換会の検討組織を設けて
提言を策定し、これを新しい計画に反映する
という手法である。こうした公募型の住民参
加の意見は、全住民を代表する意見とは言え
ないという問題点はあるが、アンケートでは
把握しにくい詳細なニーズや意見等の把握
や、市民が自発的な意見や討論を行うきっか
けを作るものとなる。 
５）地域運営組織 
 地域の公共的課題の解決に向け、行政と協
力・連携して多様な協働主体が主体的・継続
的に活動を行う中間的な組織または場の一
つである。多様な価値観や意見を有する市民
が議論し合い、互いの意見や利害を調整する
中で、合意形成を図る手法である。行政が場
を設定するが、市民の発言の自由度が大きく、
市民の関心度も高い。 
６）プラーヌンクスツェレ 
 従来の主体的参加機会に加えて、近年取り
入れられはじめている新しい取り組みとし
て、「無作為抽出」による参加機会が挙げら
れる。無作為抽出によって参加者を選出する
ことで、母集団と比較して偏りのない構成と
し、従来の手法と比較して代表性、中立性の
高い意見や提言を得る手法を導入する例が
見られ始めている。公募方式では参加しなか
った人まで参加の輪が広がり、住民参加の裾
野の拡大につながることが、無作為抽出によ
る直接型住民参加の大きなメリットである。 
７）パブリック・コメント 
 パブリック・コメントは市の重要な施策に
ついて案を公表し、広く意見を募集し、提出
された意見を考慮して意志決定を行うとと
もに、当該意見に対する考え方を公表する比
較的簡易な参加手続制度である。しかし、市
民の意見を完全に担保するものとは言い難
く、むしろ恣意的（正当化の儀式）に利用さ
れる危険性をはらんでいる。 
 
（３）スポーツ振興計画策定と市民参加 
 日独の先進事例調査の結果、スポーツ振興



計画作成のプロセスは、大きく１）変革の方
向性を探り、行動を始める段階、２）データ
を収集・分析する段階、３）データの解釈と
行動知を導き出す段階、４）スポーツ振興計
画を作成する段階、５）スポーツ振興計画を
実行に移す段階の５つに分けられる。 
１）変革の方向性を探り、行動を始める段階 
 市民参画・協働型アプローチの主な目的は
「対話」により市民の要望を地方自治体のス
ポーツ振興計画の中に取り入れ、変革が皆の
支持で実現するように進めていくことであ
る。なぜなら市民が対話という形で直接関与
することは、市民一人ひとりが当事者として
自治体の計画について真剣に検討および議
論し、計画内容も透明化を促進できると共に、
こうしたプロセスを経ることで信頼関係も
育まれ、結果として計画が市民に受け入れや
すくなることが期待できるからである。市民
の中には様々な意見があることが想定され
る。初めから変革ありきではなく、まずは変
革の方向性を探る議論の場に立ち会い、一緒
に考えてほしいことを市民に呼びかけるこ
とが手始めとなる。市民が蚊帳の外に置かれ、
一部の人だけで進めてしまうことのないよ
う対話を通して共通理解を図りながら段階
を踏んで進めることが基本となる。 
２）データを収集・分析する段階 
 第２局面では、地方自治体のスポーツが今
どのような状況にあるかについて幅広い情
報を収集し、分析する段階となる。自治体に
関する基本データ（人口、学校数、社会教育
施設数、平均寿命、医療費、労働者数、長期
失業者数、歩行・自転車専用レーンの整備状
況等）を集め、市民を対象としたスポーツ行
動に関するアンケート調査やスポーツ施設
の実態調査なども行い、専門家との対話（デ
ルファイ調査）を通して、さまざまな課題や
問題点を引き出せるよう努める。市民が自治
体のスポーツの現状について、正確な共通理
解を得ることができるよう、きめ細かなデー
タの収集、並びにそれら数値や現象を整理し、
傾向を浮かび上がらせ、可視化および具体化
を図る。 
３）データの解釈と行動知を導き出す段階 
 第３局面は、獲得されたデータと情報から
具体的に行動知を導き出す作業になる。調査
で得られたデータは集約し、解釈し、そして
何がどう関係しているかを明らかにし、その
中から、具体的な行動に関する知識を生み出
して行かなければならない。というのも、市
民を対象として行われた調査で得られたデ
ータを適切に処理し、整理し、価値評価をす
ることで、初めてそれらのデータが市民ファ
ーストの変革プロセスでの問題解決に役立
つのである。逆にデータの解釈が不十分だと、
明確さに欠け、したがって不安感を生んでし
まう。この点を考えれば、主役である市民に
とって意味のある情報を適切に選択し、情報
の受け手の関心に沿うように処理すること
が重要である。その際、重要度基準を決めて

的を絞ってデータを選択すれば、複雑度が軽
減され、自治体のスポーツとその発展にとっ
て最も重要な情報のみを揃えることができ
る。 
４）スポーツ振興計画を作成する段階 
 次の段階では、これら分析結果から導き出
された診断の結果と行動知を基に、スポーツ
振興計画を作成する。ここでは市民参画・協
働の原則を踏まえ、市民が自由に計画作成や
提案を行う場を積極的に設け、偏りなく、多
くの市民が関われるようにする必要がある。 
例えば、グループヒアリング、フォーラム、
円卓会議、未来工房、ワークショップ、オー
プンハウス、ワールド・カフェといった、対
面式のコミュニケーション手法を用いるこ
とも有効である。 
＜市民参画・協働型アプローチの利点＞ 
① 多様性と複数の視点が持ち込まれること

で、一面的な考えが克服される。 
② 共通の問題解決のために、関与者に自ら

の特殊な見方に距離を置くよう促す。 
③ 交流の機会が得られる。これにより合意

形成に向けた学習プロセスが可能になる。 
④ 異なる利害関心の調整。 
⑤ 資源（リソース）と能力を一つにまとめ、

相乗効果を生むことができる。 
⑥ この他、市民参画・協働型アプローチは

市全体のスポーツ振興に関わる問題に対
する市民の無関心への対抗策となる。 

＜市民参画・協働型アプローチの落とし穴＞ 
① 目標設定と課題の与え方が不明瞭 
② テーマの幅と時間的枠組みに関して参加

者に無理な要求 
③ 調整が取れず、焦点の定まらない作業プ

ロセス 
④ 参加者同士の信頼の欠如 
⑤ 個々人の利害関心が優先される 
⑥ 作業の成果が市民の生活で反映されない 
 次に、地方自治体におけるスポーツ振興計
画策定の手順は以下の通りである。 
① ミッション 
 自治体（総合計画）のミッションから出発
して、スポーツ分野のミッションを考えてい
くようにすれば、市全体の発展計画の一環と
して位置づけることができる。市の全体構想
の中に体系的に組み込まれることで、合意形
成の可能性が高まり、健康政策、学校政策、
青少年政策、健康政策、社会福祉政策など、
他の政策分野の中でも、スポーツの振興が欠
かせない要素となる。 
② 目標 
 ミッションを達成させるための行動指針
を示したものが目標であり、目標を設定した
後、その目標に向かって何をすべきかを検討
する。そのとき、将来の目標と現状を比較し
てそのギャップを導き出すことで、現在抱え
ている問題点や課題が明らかになってくる。
③ 成功基準 
「成功基準」とは、「目標に対する達成の度
合いを計るための基準」である。めざす姿の



達成に向け、施策がどの程度進捗しているか、
成果は上がったかを観察し、評価するために
は、重点目標、下位目標共に具体的な成功の
基準を定める必要がある。 
④ 協力パートナー 
 多くの場合、計画された変革は個々人の力
では実現できない。そこで、計画された対策
をできる限り目標に沿って実施するために、
誰と、どのように協力するか、予め検討し、
決めておくことが大切である。 
⑤ 責任範囲 
 誰がどこの範囲を担当するのか、明確に責
任者を決めておくことは、計画を予定通り進
めていく上でも重要なことである。 
⑥ 財源確保 
 予算がどれだけあるのか、それによって計
画の修正も余儀なくされる場合もある。様々
な施策を遂行するために、国や都道府県にお
ける補助事業の動向を把握することや、施設
整備に当たって民間活力の導入なども検討
する必要がある。 
⑦ 優先順位 
 優先順位には最優先で早く実施するもの
を A（1 年以内）、中期的に実施するものを B
（1 年から 2 年）、長期的に実施する優先度の
低いものを C（2 年以上）と分類する。 
５）スポーツ振興計画を実行に移す段階 
 最終局面では、共同プランの中で考え出さ
れたアイディアや計画された対策の実行並
びに実現、そして現在の行動計画をさらに発
展させる方策が含まれる。これまでの各段階
では集めたデータを分析し、方向性を見いだ
し、計画し、さまざまな選択肢を比較検討す
ることが目的であったのに対し、最終局面で
は、考え出されたアイディアや計画された対
策を実際に具体的な行動に移していく段階
である。 
 
（４）まとめ 
 本研究の成果を簡単にまとめると以下の
３点である。 
１） 特定の人ばかり（例えばスポーツ関

係者のみ）が関わっていては、計画や提
案は偏ったものになる。住民主体で自由
に計画作成や提案を行う対話の場（スポ
ーツ・ダイアローグ）を積極的に設け、
対話を通して持続可能で将来性のある
自治体のスポーツ振興計画を仕上げる
ことにある。市民同士でディスカッショ
ンを行うことにより合意形成をはかり、
行政はその合意形成をもとに民意を施
策に反映させる必要がある。 

２） スポーツ振興計画策定の作業プロ
セスにおいては常に、個々人や特定のグ
ループの利害関心が強く打ち出されて
しまうという危険性も潜んでいる。この
ような傾向が現れると、お互いの信頼関
係に根ざした、開かれた姿勢による協力
体制が、瞬く間に台無しになってしまう。
したがって、住民同士の相互作用やコミ

ュニケーションがどのように進んで行
くかという点においては、社会的地位や
権力をいかに調整し得るかが重要な鍵
となる。例えば、専門知識が豊富で、説
得力のある、いわゆる弁がたつ人物の考
えを極端に重視することなく、市民の意
見発表にはそれぞれに十分な時間を割
くことが、平等な議論および平等な協力
関係を保つことにつながる。 

３） 一方、市民の側の意識も転換が必要
である。これまで、市民は、行政サービ
スの受け手としての意識が強く、市民参
加も、行政サービスに対する批判や要望
が中心となっていた。しかし、これから
は、市民も公共の担い手として、行政と
の協働により「新しい公共空間」を形成
していくことが期待されている。そこに
おける市民は、単に行政に対して批判や
要望をぶつけるだけではなく、自ら、あ
るいは行政と協力し合いながら公共の
課題を解決していく主体でなければな
らない。そのためには、これまでのよう
な行政に依存した陳情型の市民から、自
立型の市民への転換が求められている。 

 
 以上、日独の地域スポーツ政策策定プロセ
スの比較考察を通して、地方自治体における
スポーツ振興計画は、市行政やスポーツ関係
者や関係団体が一方的に進めていくべきも
のではなく、「全ての参加者を巻き込んで、
共同で進めていくべきものである」ことが明
らかになった。 
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